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い
つ
も
間
際
に
去
っ
て
あ
わ
で
て
い
ま
せ
ん
か
。

税
の
申
告
は
正
し
く
革
め
に
ノ

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

遠
賀
町
で
は
次
の
日
程
で
所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
県
民
税
の
申
告
の
相
撲
・
受
付
け
を
行
い
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
人
は
も
れ
な
く
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
よ
う
な
人
は
必
ず

確
定
申
生
田
を
し
て
く
だ
ぎ
ー
い
o

申
告
を
す
る
と
所
得

還
付
さ
れ
る
人

●
三
年
分
の
事
業
所
得
、
不
動
産
所
持

な
ど
の
合
計
所
持
金
頬
が
所
得
控
除

（
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控

除
な
ど
）
の
合
計
額
を
超
え
る
人

●
姶
与
所
得
者
で
次
の
よ
う
な
人

①
給
与
の
年
収
が
－
、
五
〇
〇
万
円
を

纏
え
る
人

⑧
二
九
所
以
上
か
ら
捨
与
を
受
け
て
い

る
人

⑧
捨
与
所
得
や
連
載
所
得
以
外
の
所
持

金
額
の
合
冊
が
二
〇
万
円
を
超
え
る

人な
お
、
白
色
申
告
者
で
事
業
所
得
や

不
動
産
所
得
、
山
林
所
得
が
あ
る
人
は

確
定
申
告
書
に
収
支
内
訳
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ます。確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人
が
、
期
限
ま
で
に
申
告
し
な
か
っ
た

り
間
違
っ
た
申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で

加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昨
年
確
定
申
告
を
し
て
所
得
税
を
納

め
た
人
や
、
事
業
所
得
な
ど
が
あ
る
人

ま
た
、
昨
年
中
に
不
動
産
の
譲
渡
が
あ

っ
た
人
に
は
、
若
松
税
務
署
か
ら
申
告

書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

申
告
の
期
日
が
町
集
民
税
の
申
告
と

嚢
な
り
ま
す
の
で
、
指
定
の
糊
口
に
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
譲
渡
所
得
申
告
の
人
は
、
役
場

会
場
で
の
申
告
受
け
付
け
が
二
日
間
だ

け
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
憲
く
だ

さ
い
。

●
配
偶
者
特
別
控
除
に
つ
い
て

配
偶
者
特
別
控
除
の
領
は
、
配
偶
者

の
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
申

告
に
は
配
偶
者
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
お
持
ち
く
だ

さい。

■
確
定
申
告
の
受
付
け

●
時
　
間
　
午
前
9
時
～
1
2
時

午
後
l
時
～
4
時

●
場
　
所
　
役
場
2
膳
大
会
議
室

●
日
　
詫

2
月
1
8
日
㈹

1
9
日
㈱

細
目
㈱

従
日
㈹

2
7
日
㈱

勧
日
㈲

3
月
2
日
㈲

3
日
㈹

2
月
2
8
日
㈲

3
月
3
日
の

若
松
税
務
署
よ
り
所

得
税
確
定
申
告
書
の

送
付
が
あ
っ
た
人
で

特
に
日
時
の
指
定
が

な
い
人
は
上
記
の
い

ず
れ
か
の
日
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

譲
渡
所
得
の
あ
る
人

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必

要
の
な
い
人
で
も
、
次
の
よ
う
な
人
は

確
定
申
告
を
す
る
と
、
源
泉
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

①
民
間
の
金
融
榎
田
や
住
宅
金
融
公
庫

な
ど
あ
ら
住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
う

け
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
人

③
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費

を
払
っ
た
人

⑧
火
災
や
風
水
害
、
盗
難
な
ど
の
被
害

を
受
け
た
人

⑩
告
需
誰
霊

改
築
な
ど
を
し
た
と
き
に
は
、
確
定
申

告
を
す
れ
ば
、
入
居
し
た
年
か
ら
六
年

間
、
住
宅
取
得
等
特
別
控
除
を
受
け
ろ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
は
、

一
年
目
に
確
定
申
告
を
す
る
と
二
年
目

か
ら
は
年
末
調
整
で
控
除
が
受
け
ら
れ

平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得

し
た
場
合
に
は

鳥
柵
n
I
Y
身
代
e
u
償
剛
番
田
D

S
翰
拙
速
種
（
類
書
言
．
g
e
日
田
）
×

一
課最

高
二
〇
万
円
ま
で
で
す
。

四
月
一
日
以
後
に
取
得
し
た
場
合
に
は

勝
的
n
I
Y
常
時
8
小
心
魅
替
踏
め

e
高
調
選
種
～
－
富
岳
豊
里
嚢
＋
9
回
盃

S
的
勤
×
一
案
十
能
．
g
e
日
田
的
田
河

の
．
g
e
割
田
嚢
J
e
踏
め
S
的
鶴
×
e
．
鋤

き

最
高
二
十
五
万
円
ま
で
で
す
。

（
そ
れ
ぞ
れ
所
得
税
額
か
ら
の
控
除
）

●
控
除
を
受
け
ら
れ
る
要
件
は

①
住
宅
取
得
後
六
か
月
以
内
に
入
居
し

引
き
続
い
て
居
住
し
て
い
る
こ
と

②
住
宅
の
床
面
積
が
四
〇
㍍
以
上
で
あ

る
こ
・
こ
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四
月
一
日
以
後
取
得
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
四
〇
㍍
以
上
、
三
一
〇
が
以

下
で
あ
る
こ
と

⑧
控
除
を
受
け
る
年
の
所
得
金
額
が
、

三
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

四
月
一
日
以
後
取
得
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
所
得
金
額
が
二
千
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と

④
住
み
始
め
た
年
と
そ
の
年
の
前
後
二

年
内
に
、
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得

の
特
別
控
除
や
買
換
え
（
交
換
）
な

ど
の
課
税
の
特
例
を
受
け
て
い
な
い

か
、
ま
た
は
受
け
な
い
こ
と

⑤
民
間
の
金
融
機
関
や
住
宅
ロ
ー
ン
を

利
用
し
て
い
る
こ
と
、
建
設
業
者
な

ど
か
ら
購
入
し
た
場
合
の
債
務
を
賦

払
い
の
方
法
で
支
払
っ
て
い
る
こ
と

⑥
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
返
済
期
間
が
十

年
以
上
で
、
し
か
も
月
賦
の
よ
う
に

分
割
し
て
返
済
す
る
こ
と

⑦
中
古
住
宅
の
場
合
は
、
さ
ら
に
、
築

十
年
以
内
の
建
物
で
、
使
用
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
こ
と

⑧
増
改
築
な
ど
の
場
合
は
、
さ
ら
に
、

工
菌
費
用
が
百
万
円
を
超
え
る
増
築

改
築
、
大
規
模
な
修
繕
で
あ
る
こ
と

●
必
要
な
添
付
書
類
は

①
住
民
票
の
写
し

⑧
登
諒
簿
謄
本
、
請
負
契
約
書
や
売
買

契
約
書
な
ど
、
建
物
の
取
得
年
月

日
・
床
面
請
・
価
格
な
ど
を
示
し
た

書
類

⑧
住
宅
取
得
資
金
等
に
係
る
借
入
金
の

年
末
残
高
等
証
明
書

④
増
改
築
な
ど
の
場
合
は
、
さ
ら
に
、

建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、
検
査
済

証
の
写
し
、
ま
た
は
建
築
士
か
ら
交

付
を
受
け
た
増
改
築
等
工
事
証
明
書

⑤
源
泉
徴
収
票

⑲
弼
謙
語
諦
講
補

色
を
す
れ
ば
医
療
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す。
医
療
費
と
は
、
診
旗
や
治
療
な
ど
を

受
け
る
た
め
に
直
接
必
要
な
費
用
で
、

美
容
整
形
や
健
康
診
断
の
費
用
、
健
康

増
進
の
た
め
の
ビ
タ
ミ
ン
剤
な
ど
の
購

入
費
用
は
、
医
療
費
に
含
ま
れ
ま
せ

ん。●
控
除
額
の
計
算
は

（
A
）
か
描
⊂
浮
間
鶏
柵
1
－
嘗
甘
心
高

畑
苗
o
村
岡
勅
鷺
S
詣
韓
1
両
潜
め

常
時
d
諒
ベ
ト
博
学
汁
的
韓

（
0
0
）
一
〇
日
田
沖
村
両
国
e
甘
心
8
割

鵜
ゆ
勤
e
小
童
勤
e
鋤
き
S
．
巾
巾

か
首
や
卦
一
一
両
u
S
的
薗

関
連
義
博
孫
憩
＝
（
＞
）
－
（
0
0
）

最
高
二
百
万
円
ま
で
で
す
。

（
所
得
金
額
か
ら
の
控
除
）

●
必
要
な
添
付
書
類
は

①
支
払
っ
た
医
簾
費
の
領
収
香

④
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が

わ
か
る
書
類

⑧
源
泉
徴
収
票

③
藍
講
詩
誌
能

書
を
受
け
た
り
、
や
む
を
え
な
い
支
出

を
し
た
場
合
に
は
、
雑
損
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

●
控
除
額
の
計
算
は

（
A
）
鵜
淋
惑
－
割
増
的
描
S
一
合
さ

（
0
0
）
肇
滑
描
e
u
心
漆
調
雷
膳
榊

E
e
的
窺
－
∽
割
田

※
讃
浦
薗
舜
適
職
錨
吉
〇
滴
熱
弁
へ
d

憩
小
さ
仰
ぎ
汁
粉
蹄
時
鵬
⊂
空
っ
持
抄

斌
d
叫
o

婆
鶴
は
孫
＝
（
A
）
骨
（
0
0
）
e
一
一
ヰ

ざ
ま
㊥
一
一
両
U
e
的
癖

（
所
得
金
額
か
ら
の
控
除
）

●
必
要
な
添
付
書
類
は

⑤
被
害
額
を
示
し
た
、
消
防
署
、
警
察

署
な
ど
の
証
明
書
、
損
害
の
明
細
書

②
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が

わ
か
る
書
類

③
源
泉
徴
収
葉

音
還
付
申
告
の
受
付
け

●
受
付
日
　
2
月
3
日
（
月
）

2
月
4
日
（
火
）

●
時
　
間
　
午
前
9
時
～
職
時

午
後
1
時
～
4
時

●
場
　
所
　
役
場
2
階
第
三
会
議
室

○
還
付
金
の
愛
顧
り
方

還
付
金
は
、
金
額
の
多
少
に
か
か
わ

ら
ず
本
人
名
儀
の
金
融
機
関
口
座
へ
掠

り
込
み
と
な
り
ま
す
。
金
融
機
関
名
、

預
金
の
種
類
、
口
座
番
号
な
ど
を
確
認

し
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

●
い
ず
れ
も
詳
し
く
は
、
若
松
税
務
署

℡
（
7
6
1
）
2
5
3
6
へ
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

町
県
轟
の
申
告

町
県
民
税
の
申
告
か
必
要
と
患
わ
れ
る
人
に
は
、
郵
便
で
「
町

県
民
税
の
申
告
案
内
」
を
お
送
り
し
ま
す
。
通
知
書
に
書
か
れ

て
い
る
必
要
書
類
な
ど
を
整
理
し
て
、
通
知
書
と
い
っ
し
ょ
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
三
年
中
に
遠
賀
町
に
転
入
さ
れ
た
人
や
、
通
知

書
か
届
い
て
い
な
い
人
で
も
平
成
一
二
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た
人

は
、
居
住
さ
れ
て
い
る
区
の
申
告
日
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
人
は
、
町
県
民
税
の

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

遠
賀
川

新
町
、
中
央

若
松
、
東
和
売

木
守
、
旧
停

松
ノ
本
、
芙
蓉

島
津
、
広
漠
、
道
官

尾
崎
、
田
園

上
別
府
、
浅
木

見
津
、
今
古
賀

別
府
、
千
代
丸

虫
生
津
、
老
良

若
葉
台
、
東
町
、
西
町

指
定
の
日
に
来
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
人



原子爆弾被爆者二世に

対する無料健康診断を

実施します。
厚生省では（財）日本公衆衛生協会に委託して、原

爆被爆者二世に対する無料健康診断を下鰍こより実

施します。受診を希望される人は、最寄りの実施機

関の窓口にその旨を申し出て検査を受けてください。

●対象者　原子爆弾被爆者二世で受診を希望する人

●受診料　無料

●問い合わせ先　鼎細照境部蝕露地軽葉巻人傑蝕廉

℡092（622）0716

芭
配
。
岡
垣

動
労
書
体
青
セ
ン
タ
ー
の

ト
レ
ー
ナ
ー
を
暮
果
し
ま
す
。

●
算
集
人
員
）
2
人
程
度

●
応
真
資
格
）
健
康
な
男
性
で
3
月
1

日
よ
り
勤
務
で
き
る
人
（
大
学
生
希
望
）

●
勤
務
時
間
）
月
曜
か
ら
土
曜
ま
で
の

1
7
時
か
ら
2
1
時
5
0
分
ま
で

●
勤
務
内
容
）
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー

内
ト
レ
ー
ー
ー
ン
グ
室
の
器
具
管
理
と
安

全
管
理
（
指
導
は
し
な
く
て
よ
い
）

●
賃
　
金
）
一
日
2
、
1
0
0
円

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
）
遠
賀
コ
ミ

ュ
一
二
ア
ィ
セ
ン
タ
ー
内
体
育
振
興
係
℡

（
2
9
3
）
6
5
2
5
へ

な
お
、
申
込
み
に
は
、
履
歴
書
を
持

参
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
全
員
に
参
加
賞
と
記
録
渡
を
差

し
上
げ
ま
す
。

●
参
加
料
）
一
人
百
円
（
障
害
保
険
料
）

●
申
込
締
切
り
）
2
月
1
5
日
（
土
）
ま
で

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
）
勤
労
者
体

育
セ
ン
タ
ー
内
体
育
協
会
事
務
局
℡
2

9

3

－

5

4

3

4

へ

市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号
　
福
岡
県

総
務
部
広
報
課
公
聴
係
「
県
政
モ
ニ
タ

ー
」
担
当
℡
0
9
2
（
6
5
1
）
1
1

1

1

へ

健
鷹
マ
ラ
ソ
ン
大
食
の

参
加
看
購
集
中
。

●
と
　
き
）
2
月
鑓
日
（
日
）

●
と
こ
ろ
）
総
合
運
動
公
園
周
辺
道
路

●
参
加
資
格
）
町
内
に
住
む
小
学
生
以

上
の
人
ま
た
は
、
在
勤
在
学
者

●
賎
技
種
目
（
男
女
別
）

小
学
1
年
生
～
4
年
生
…
各
組
1
嵐

小
学
5
年
生
～
6
年
生
…
各
組
2
嵐

中
学
1
年
生
～
3
年
生
…
各
組
3
原

高
校
生
男
子
、
一
般
男
子
幻
歳
未
満
、

一
般
男
子
4
0
歳
以
上
…
各
組
3
額

一
般
女
子
5
0
歳
未
満
、
0
0
歳
以
上
…
各

組
3
額

●
表
　
彰
）
各
種
目
の
一
位
の
み
表
彰

あ
な
た
の
農
具
を
動
か
せ
て
く
だ
さ
い

原
敬
モ
ニ
タ
ー
真
集
中
。

県
で
は
、
県
の
仕
雷
に
対
す
る
と
意

見
・
ご
要
望
な
ど
を
お
聞
き
す
る
た
め

県
政
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

●
応
募
資
格
）
県
内
に
住
む
如
叢
以
上

の
人
な
ど

●
任
　
期
）
平
成
4
年
4
月
か
ら
平
成

5
年
3
月
ま
で

●
申
込
期
間
）
2
月
1
日
（
土
）
か
ら

幻
日
（
土
）
ま
で

●
謝
　
礼
）
一
万
二
千
円
を
限
度
と
し

て
支
払
い
ま
す

●
申
込
み
・
同
い
合
わ
せ
）
〒
8
1
2
福
岡

技
術
を
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か

職
業
調
練
生
募
集
。

県
立
宙
方
南
等
技
術
専
門
校
で
は
、

平
成
四
年
度
の
職
業
訓
練
生
を
募
集
し

ます。
●
科
目
と
入
賞
）
機
械
科
0
0
人
・
溶
接

科
2
0
人
・
鉄
工
科
職
人
・
鋳
造
科
0
0

人
・
経
理
事
務
科
0
0
人

●
応
蔦
資
格
）
求
職
者
・
転
職
希
望
者

で
義
務
教
育
を
修
了
し
て
い
る
人

（
応
募
に
は
職
安
の
指
示
が
必
要
）

●
募
集
期
間
）
2
月
1
5
日
（
土
）
ま
で

●
申
込
み
）
最
寄
り
の
職
業
安
定
所
へ

●
問
い
合
わ
せ
）
直
方
高
等
技
術
専
門

校
（
両
方
市
大
字
山
部
9
2
1
－
1
）

8
0
9
4
9
2
（
2
）
1
7
4
9
へ

組
み
物
で

内
職
を
し
ま
せ
ん
か
。

福
岡
県
内
職
セ
ン
タ
ー
で
は
、
編
み

物
な
ど
の
内
職
を
希
望
す
る
人
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
（
技
術
の
補
足
的
な
指

導
と
材
料
の
斡
旋
も
行
い
ま
す
）

●
仕
事
の
内
容
）
④
セ
ー
タ
ー
、
カ
ー

デ
ィ
ガ
ン
な
ど
の
編
み
物
⑧
フ
ラ
ン

し
L
e
l

ス
刺
繍

●
串
込
み
）
　
（
財
）
福
岡
県
内
職
セ
ン

タ
ー
北
九
州
駐
在
事
務
所
℡
（
6
8

1
）
3
7
7
9
へ

お
馳
㊧
芭

危
臓
物
取
扱
書
拭
験
を

行
い
ま
す
。

●
賦
織
目
）
3
月
8
日
（
日
）

●
強
　
震
）
乙
謹
第
4
類

●
会
　
場
）
北
九
州
大
学
（
小
倉
南
区
）



録音図書の貸し出しを

行っています。

目の不自由な人にも図書室を利用

していただくために録音図書の貸し

出しを行っています。現在次のテー

プを用意して皆さんのご利用を待っ

ています。
●暮しの手帖

●推れのために愛するか　曽野綾子

宮脇俊三

NHK

鈴木健二

芥lIi也寸志

城山三部

星野富弘

●汽車の旅

●働く盲人たち

●気くはりのすすめ

●音楽を愛する人（こ

●男子の本懐

●愛深き淵

●みにくいあひるの子　アンデルセン

このテープは2月15日までです。

詳しくは図書室までお問い合わせく

ださい。　　l審（293）1356

なお、月曜日　休日は中央公民館

図書室はお休みです。

●　●

料内

金容

護鮮証
健康テレ鷹シ

サービス

531－8181

「、＼

●
願
書
受
付
）
2
月
8
日
ま
で
遠
賀
郡

消
防
本
部
で
受
け
付
け
ま
す
。
受
験

願
書
は
消
防
本
部
予
防
課
で
交
付
し

て
い
ま
す
。
危
険
物
準
備
説
習
会
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ
）
遠
賀
郡
消
防
本
部
予

防
課
℡
（
2
9
3
）
1
2
3
1
へ

登
記
の
軍
務
を

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理

福
岡
法
務
局
水
巻
出
張
所
で
は
、
2

月
1
0
日
か
ら
土
地
・
建
物
の
登
記
事
務

を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理
し
ま
す
。

●
騒
擾
地
区
）
中
間
市
、
水
巻
町
、
芦

屋
町
、
遠
賀
町
、
岡
垣
町

●
業
務
処
理
の
変
更

③
「
登
記
簿
の
謄
本
、
抄
本
」
が
、

「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
変
更
。

⑧
登
記
簿
の
閲
覧
は
廃
止
（
登
記
事

項
要
約
番
を
発
行
。
た
だ
し
、
閉
鎖

登
記
簿
の
閲
覧
は
で
き
ま
す
）

●
問
い
合
わ
せ
）
福
岡
法
務
局
水
巻
出

張
所
℡
（
2
0
1
）
2
5
5
8
へ

※
交
付
手
続
は
現
在
と
同
じ
で
す
。

財
形
教
育
融
資
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
融
資
資
格
）
財
形
融
資
を
行
っ
て
い

る
勤
労
者

●
融
資
対
象
）
入
学
金
、
授
業
料
、
寄

付
金
、
受
験
料
な
ど

●
融
資
対
象
学
校
）
高
楼
、
大
学
（
短

大
含
む
）
、
専
門
学
校
、
職
業
訓
練

大
学
校
な
ど

●
融
資
額
）
財
形
貯
蓄
残
高
の
5
億

・
進
学
資
金
3
0
0
万
円
・
修
学
資
金

脚
万
円
ま
で

●
利
率
）
7
・
8
％

●
返
済
期
間
）
6
年
以
内

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
）
八
幡
技
能

開
発
セ
ン
タ
ー
℡
（
6
4
1
）
4
9

0
6
へ

決
す
る
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

お
気
軽
に
利
用
く
だ
さ
い
。

●
開
催
時
間
）
各
会
場
と
も
午
前
1
0
時

か
ら
午
後
4
時
ま
で

●
相
投
担
当
者
）
弁
護
士
、
税
理
士
、

各
行
政
職
員
な
ど

●
日
　
程
）
2
月
5
日
…
北
九
州
市
商

工
貿
易
会
館
、
2
月
6
日
…
直
方
市

民
会
館
、
2
月
7
日
…
黒
崎
そ
ご
う

宅
地
建
物
取
引
で
の
ト
ラ

ブ
ル
は
無
料
相
談
所
へ

県
で
は
（
社
）
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

と
共
催
で
、
皆
さ
ん
か
ら
の
土
地
・
建

物
に
つ
い
て
の
紛
争
、
苦
情
な
ど
を
解

国
の
教
育
ロ
ー
ン
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

入
学
金
や
授
業
料
、
ア
パ
ー
ト
の
敷

金
な
ど
入
学
時
や
在
学
中
に
必
要
と
な

る
資
金
を
敵
資
す
る
公
的
制
度
と
し
て

国
民
金
融
公
庫
の
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

が
あ
り
ま
す
。

融
資
金
額
は
学
生
・
生
徒
一
人
に
つ

き
棚
万
円
以
内
（
在
学
中
の
費
用
は
5
0

万
円
以
内
）
返
済
期
間
は
大
学
・
高
専

な
ど
の
場
合
が
6
年
以
内
、
高
校
・
短

大
・
専
修
学
校
な
ど
の
場
合
は
5
年
以

内
で
す
。
詳
し
く
は
、
国
民
金
融
公
庫

八
態
支
店
℡
（
6
4
1
）
7
7
1
5
へ

「
甲
、
矧
i
制
」
刊
－

●
潮
　
目
　
2
月
3
日
（
月
）

●
時
　
間
）
1
3
時
約
分
～
1
5
時
5
0
分

●
受
　
付
）
1
3
時
如
分
～
1
3
時
0
0
分

●
と
こ
ろ
）
役
場
保
健
室

●
内
　
容
。
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

o
産
前
・
産
後
の
知
識

o
妊
婦
体
操
と
お
産
の
補
助

動
作

●
持
参
晶
）
印
鑑
（
母
子
健
康
手
帳
受

領
者
の
み
）

●
料
　
金
）
無
料

「
乳
児
椙
“
謝
－

▼
対
象
者
　
生
後
3
カ
月
～
6
カ
月
児

●
期
　
日
　
2
月
4
日
（
火
）

●
時
　
間
　
9
時
5
0
分
～
1
0
時
5
0
分

●
と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館
　
和
室

●
持
参
品
　
母
子
健
康
手
帳
・
バ
ス
タ

オ
ル

●
内
　
容

●
料
　
金

●
そ
の
他

▼
対
象
者

●
期
　
日

●
時
　
間

●
と
こ
ろ

●
持
参
品

体
重
・
身
長
測
定

離
乳
食
指
導
と
試
食

無
料

4
カ
月
児
は
小
児
ガ
ン
検

査
セ
ッ
ト
を
配
付

生
後
7
カ
月
～
1
2
カ
月
児

2
月
戦
目
（
水
）

9
時
5
0
分
～
1
0
時
0
0
分

中
央
公
民
館
　
和
室

母
子
健
康
手
帳
・
バ
ス
タ

オ
ル

体
重
・
身
長
測
定

無
料
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介
紹
　
町
内
に
は
、
た
く
さ
ん
の
体
育
・
文
化
施

設
が
あ
り
、
皆
さ
ん
の
学
習
の
場
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
に
は
、
利
用
方
法

が
分
か
ら
な
い
か
ら
〝
ち
ょ
っ
と
〝
…
…
と

い
う
声
を
耳
に
す
る
施
設
も
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
シ
リ
ー
ズ
で
町
内
の
施
設
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
タ
ジ
オ
に
利
用
く
だ
さ
い
。

コ
ミ
ュ
ー
ー
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
音
楽
室

半
面
ガ
ラ
ス
張
り
で
ア
ッ
プ
ラ
イ
ト

ピ
ア
ノ
を
常
備
し
て
い
る
音
楽
室
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
ー
、
コ
ー
ラ
ス
、
軽
音

楽
な
ど
の
利
用
に
最
適
で
す
。
料
金
は

2
時
間
で
細
田
。
利
用
時
問
は
午
前
8

時
0
0
分
か
ら
午
後
1
0
時
ま
で
。
利
用
者

は
前
も
っ
て
必
ず
予
約
を
し
て
く
だ
さ

い
。
（
毎
週
水
曜
日
は
休
み
で
す
）

●
問
合
せ
I
I
コ
＝
、
ユ
一
－
テ
ィ
ー
セ
ン
タ

ー
℡
（
2
9
3
）
6
5
2
5
へ

軽
ス
ポ
ー
ツ
の
場
と
し
て
最
適
で
す
。

総
合
運
動
公
田
み
ど
り
の
広
場

全
面
、
芝
生
張
り
で
安
心
し
て
利
用

で
き
る
′
み
ど
り
の
広
場
〝
。
サ
ッ
カ

ー
、
ラ
グ
ビ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
グ
ラ
ン

ド
ゴ
ル
フ
や
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
な
ど
の
軽

ス
ポ
ー
ツ
も
楽
し
め
ま
す
。
し
か
も
、

町
内
者
で
あ
れ
ば
料
金
は
無
料
。
た
だ

し
、
利
用
者
は
体
育
セ
ン
タ
ー
窓
口
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
●
問
合
せ
＝
勤

労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
か
（
2
9
3
）
5

4
3
4
へ

－
新
し
い
「
借
地
借
家
法
」
－

よ
り
貸
し
や
す
く
、
よ
り
借
り
や
す
く

現
在
の
「
借
地
法
」
　
「
借
家
法
」
は
、
大
正
同
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
す
。
昭
和
1
6
年
に
改
正
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
れ
以
後
、
基
本
的
な
改
正
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
借
地
法
」
　
「
借
家
法
」
、
そ
し
て
「
建
物
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
三
つ
の
法
律

を
一
本
化
し
、
平
成
3
年
同
月
に
新
し
い
「
借
地
借
家
法
」
か
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
4
年
夏
ご
ろ
の
施
行

に
向
け
て
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
「
借
地
倦
怠
法
」
は
、
貸
し
主
の

立
場
を
強
め
た
り
、
借
り
主
の
立
場
を
弱
め

た
り
す
る
も
の
で
は
め
り
ま
せ
ん
。
い
ま
ま

で
の
法
律
で
は
醒
め
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い

制
度
を
導
入
し
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
借
地
・

借
家
関
係
と
す
ら
こ
と
が
目
的
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
新
し
い
法
律
が
施
行
さ
れ
る
と
、

い
さ
住
ん
で
い
る
京
を
出
で
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
な
ど
の
心
配
は
、
い
っ
さ
い
無
用
で
す
。

現
在
、
す
で
に
土
地
や
建
物
を
借
り
で
い

る
人
の
立
場
は
交
あ
り
ま
せ
ん
。
更
新
な
ど

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
法
律
の
規
定
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
ら
し
、
新
法
の
施
行
後
に
更
新

が
あ
っ
て
ら
、
ま
た
、
相
紙
や
飯
渡
で
貸
し

主
や
借
り
主
が
螢
あ
っ
で
も
新
法
に
は
通
用

さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
す
。
つ
ま
り

新
し
い
「
借
地
借
家
法
」
は
、
現
在
の
借
地

人
や
借
家
人
に
は
ま
っ
た
く
影
響
が
な
く
、

法
律
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
契
約
す
る
人
が
対

象
に
な
る
あ
け
で
す
。

で
は
、
ど
こ
が
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
が
。

一
粥
粥
が
ー
律
に
な
る

こ
れ
ま
で
は
、
借
地
に
建
物
を
趣
て
ら
甥

合
、
木
造
か
鉄
筋
っ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
か
な

ど
、
建
物
の
耐
久
性
に
よ
っ
て
借
地
権
の
期

間
や
更
新
の
期
間
が
違
い
ま
し
た
。
新
法
で

は
、
こ
う
し
た
逸
物
の
種
類
別
に
よ
る
期
間

の
違
い
が
な
く
な
り
、
す
べ
て
一
律
に
な
り

ま
し
た
（
別
表
）
。

一
‥
輔
弼
続
航
化

現
行
法
の
仕
組
み
は
、
契
約
の
期
間
が
終

お
っ
で
も
、
原
則
と
し
て
契
約
は
更
新
さ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
「
貸
し
主
が
そ
の
土
地
・
建

物
を
使
う
必
要
が
あ
る
場
合
」
な
ど
、
明
け

渡
し
を
求
め
ろ
「
正
当
事
由
」
が
あ
る
場
合

に
だ
け
、
貸
し
主
が
契
約
の
更
新
を
摘
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
新
法
は
、
こ
の
仕
組
み
を

交
え
ず
、
「
正
当
事
由
」
が
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
要
素
を
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
明

確
に
規
定
に
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
「
貸

し
主
・
借
り
主
双
方
の
使
用
の
必
要
性
」
と

い
う
基
本
的
な
暮
情
の
は
か
、
「
従
前
の
経
過
」

「
利
用
状
況
」
「
立
ち
退
き
料
の
提
供
」
も
．

考
慮
し
て
判
断
さ
れ
ま
す
。

一
韓
需
隈
つ
き
借
家
」

こ
れ
ま
で
は
、
二
足
の
期
間
だ
け
土
地
や

建
物
を
貸
し
、
更
新
を
し
な
い
と
い
う
契
約

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
度

貸
し
だ
ら
返
っ
て
こ
な
い
の
で
貸
さ
な
い
、

貸
す
な
ら
商
い
権
利
金
を
取
ら
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
利
用
者
に
と
っ
て
不
便
な
面
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
新
法
は
、
「
定
期
借
地

砲
」
と
「
期
限
つ
き
借
家
」
の
二
制
度
を
導

入
し
ま
し
た
。

「
定
期
借
地
権
」
は
、
更
新
が
な
く
、
定

め
ら
れ
た
契
約
期
間
で
借
地
関
係
が
終
あ
り
、

貸
し
主
に
土
地
が
戻
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、
「
期
限
つ
き
借
京
」
は
、
能
動
な
ど
で

持
ち
家
に
住
め
な
い
一
定
期
間
だ
け
京
を
貸

し
、
期
限
が
き
た
ら
必
ず
返
し
て
も
ら
う
借

家
契
約
で
す
。
い
ま
ま
で
の
法
律
で
は
、
転

勤
が
緯
h
っ
て
東
に
戻
ろ
う
と
し
で
も
、
貸

し
主
に
　
「
正
当
事
由
」
が
認
め
ら
れ
な
い
限

り
、
借
り
主
が
素
を
明
け
渡
さ
な
く
て
も
よ

か
っ
だ
の
で
す
。

一
細
評
詳
㍗
制
度
を
導
入

新
し
い
「
借
地
借
家
法
」
は
、
施
行
前
に

借
地
・
借
家
契
約
を
し
て
い
る
人
に
は
影
響

が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
た

ち
に
も
通
用
さ
れ
る
も
の
と
し
で
、
「
民
事
調

停
法
」
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。
地
代
や
宗
貸

の
値
上
げ
・
値
下
げ
の
争
い
は
、
い
き
な
り

訴
訟
に
は
も
ち
こ
ま
ず
、
ま
ず
、
調
停
で
専

門
家
を
交
え
た
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
目

指
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
よ
り
早

く
、
費
用
も
安
く
、
し
か
も
適
正
に
解
決
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。


